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消防本部・消防署所の業務等 

 

１ 消防機関の役割分担  

（１）消防本部 

   市町村の消防事務を統括する機関であり、通常、主として人事、予算、庶務等の

消防組織そのものを維持するために必要な事務や、消防の運営の企画、統制等の事

務を行う。 

（２）消防署 

   火災・救急・救助等の活動を、第一線に立って行う。 

（３）消防団 

   特別職の公務員（非常勤）であり、普段は自分の本業をしながら、「自分たちの

まちは自分たちで守る」という精神に基づき、災害の発生時等に防火防災活動に従

事する。 

 

２ 消防本部の主な業務 （市町村等によっては、消防署でも分担している。） 

（１）総務 

消防に関する企画・運営、職員の人事、給与及び福利厚生、予算の経理等。 

（２）警防 

消防活動のための必要な車両や資機材の整備、消防水利（消火栓等）の指導等。 

（３）予防 

デパート・学校等の消防設備やガソリンスタンド等の危険物施設の設置指導及び

検査等。 

（４）通信 

119 番通報を受け、出動指令及び現場活動への必要な情報を伝えること等。 

 

３ 消防署の体制 

（１）配備体制 

火災・救急・救助等の業務を 365 日 24 時間体制で実施している。 

   消防車・救急車・救助工作車等が配備され、活動に必要な人員が配置される。 

 

 

 

 

 

 

○消防力の整備指針 

市町村が火災の予防等消防の事務を確実に遂行し、消防の責任を十分に果たすため、市町村はこの

指針に定める施設及び人員を目標として、整備するものとされている 

◇署所・車両の配置･･･人口規模等に応じて設置する署所や車両台数等を定め、地域の諸事情を勘案し算定

◇車両への人員配置（１台につき）･･･消防車５人、救急車３人、救助工作車５人 等 

（２）勤務体制 

   すべての消防本部において２部制をとっている。（一部の消防本部においては、

３部制又は４部制を併用している。） 

   ２部制では、職員を２つの組に分け、１日おきの 24 時間交代（16 時間労働）で

勤務を行っている。 

 

 《２部制の勤務例》 

 
勤務
3:30

休憩
1:00

勤務
5:30

休憩
0:30

勤務
5:15

休憩（仮眠）
6:30

勤務
1:45

8:30 12:00 13:00 18:30 19:00 0:15 6:45 8:30
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平成19年4月1日現在

管轄人口
（人）

管轄面積
（㎢）

署 所

高知市消防局 S23.12.28 高知市 348,990 309.22 3 7 高知市消防団

室戸市 室戸市消防団

東洋町 東洋町消防団

安芸市 安芸市消防団

芸西村 芸西村消防団

香南市野市消防団

香南市香我美消防団

香南市夜須消防団

香南市赤岡消防団

香南市吉川消防団

香美市土佐山田消防団

香美市香北消防団

香美市物部消防団

南国市消防本部 S42.10.1 南国市 50,758 125.35 1 1 南国市消防団

土佐市消防本部 S41.10.1 土佐市 30,011 91.59 1 1 土佐市消防団

土佐清水市消防本部 S44.4.1 土佐清水市 17,281 266.52 1 - 土佐清水市消防団

奈半利町 奈半利町消防団

田野町 田野町消防団

安田町 安田町消防団

北川村 北川村消防団

馬路村 馬路村消防団

本山町 本山町消防団

大豊町 大豊町消防団

土佐町 土佐町消防団

大川村 大川村消防団

いの町 いの町消防団

日高村 日高村消防団

仁淀川町 仁淀川町消防団

佐川町 佐川町消防団

越知町 越知町消防団

須崎市 須崎消防団

中土佐町 中土佐消防団

四万十町 四万十消防団

津野町 津野消防団

梼原町 梼原消防団

四万十市 四万十市消防団

黒潮町 黒潮町消防団

宿毛市 宿毛市消防団

大月町 大月町消防団

三原村 三原村消防団

県　　　　計 796,292 7,105.01 19 23 40消防団

※ 高知市消防局及び仁淀消防組合消防本部は、平成20年1月1日現在で、旧春野町分は高知市消防局に含まれる

1

高幡消防組合消防本部 S46.4.1 66,373 1,405.44 2 4

高吾北広域町村事務組合
消防本部

28,746 545.75

2
幡多西部消防組合

消防本部
32,642 474.50 1S50.4.1

1
幡多中央消防組合

消防本部
51,354 820.88 2S48.6.1

仁淀消防組合消防本部 32,963 515.59 1

S48.4.1

756.54 115,036

1

消防本部の概要

1
中芸広域連合消防本部

（中芸消防組合消防本部）
12,908 449.61 1

管内消防団

20,876 322.34 1

嶺北広域行政事務組合
消防本部

消防本部名 構成市町村設置年月日

室戸市消防本部
（東洋町受託分含む）

S43.4.1

安芸市消防本部
（芸西村受託分含む）

S42.4.1

H18.3.1
（S45.4.1）

1

S48.3.21

1

2

1 -

S48.5.17

H10.7.1
（S45.4.1）

1 1

1 -

24,556 356.97

126.76

署所数Ｈ１７国勢調査

香美市消防本部
（山田消防組合消防本部）

香美市 30,257 537.95
H18.3.1

（S47.12.1）

香南市消防本部
（香南消防組合消防本部）

香南市 33,541
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電 話 番 号 F A X 番 号

088-822-8151 088-824-5082

088-871-7505 088-871-7522

旭 出 張 所 〒 780-0945 高知市本宮町277-1 088-844-3961 088-844-1190

江ノ口出張所 〒 780-0051 高知市愛宕町3-10-22 088-822-3050 088-822-1191

〒 781-8101 高知市高須砂地230-2 088-866-3119 088-866-3159

〒 781-8105 高知市高須東町8-21 088-882-3505 088-880-3283

〒 781-0112 高知市仁井田4199-1 088-847-6773 088-847-2119

〒 780-8010 高知市桟橋通2-1-43 088-831-1860 088-831-1869

長浜出張所 〒 781-0270 高知市長浜4722-1 088-842-8487 088-842-9119

西 出 張 所 〒 780-8075 高知市朝倉南町8-35 088-843-8313 088-843-8119

春野出張所 〒 781-0303 高知市春野町弘岡下2059-3 088-894-3430 088-894-3486

〒 781-7414 安芸郡東洋町大字生見26-1 0887-29-3321 0887-29-3322

〒 782-4202 香美市香北町蕨野139 0887-58-3161 0887-58-5126

南国市消防署

北部出張所 〒 783-0062 南国市久礼田297-2 088-862-1333 088-862-1340

〒 781-1161 土佐市宇佐町宇佐1689-1

〒 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路447 0887-44-2210 -

〒 789-0234 長岡郡大豊町寺内258 0887-73-0600 0887-73-1060

〒 781-2401 吾川郡いの町上八川甲1852 088-867-2812 088-867-2825

〒 781-2153 高岡郡日高村本郷200-7 0889-24-5411 0889-24-5417

〒 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎490-6 0889-35-0017 0889-35-0875

0889-43-1272

0889-42-0119

〒 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6465-2 0889-52-2319 0889-52-2075

〒 785-0502 高岡郡津野町北川2589-1 0889-40-1099 0889-62-3237

〒 785-0201 高岡郡津野町永野471 0889-55-2330 0889-55-2245

〒 786-0007 高岡郡四万十町古市町5-1 0880-22-0001 0880-22-2635

〒 786-0521 高岡郡四万十町津賀177-12 0880-28-5525 0880-29-1112

〒 786-1601 四万十市西土佐江川崎2405-1 0880-52-1143 0880-52-2234

〒 789-1725 幡多郡黒潮町白浜字神の前237-1 0880-55-2500 0880-55-2501

0880-63-0119

0880-63-3111

〒 788-0302 幡多郡大月町大字弘見2106-1 0880-73-1313 0880-73-1266

〒 787-0803 幡多郡三原村大字来栖野346 0880-46-2629 0880-46-2114

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

〒

香 南 市 消 防 本 部

香美市消防署

三里出張所

安芸市消防署

東洋出張所

〒

消防本部・消防署所一覧表

〒

〒

〒

所　　　在　　　地

高知市南消防署

室 戸 市 消 防 本 部

高 知 市 消 防 局

安 芸 市 消 防 本 部

室戸市消防署

西分署

中 芸 広 域 連 合 消 防 本 部

仁淀川分署

高吾北消防署

高 吾 北 広 域 町 村 事 務 組 合 消 防 本 部

吾北分署

馬路分所

葉山出張所

仁淀消防組合消防署

津野山分署

香北分署

香南市消防署

土 佐 市 消 防 本 部

土 佐 清 水 市 消 防 本 部

南 国 市 消 防 本 部

香 美 市 消 防 本 部

土佐市消防署

宇佐分署

嶺北消防署

嶺 北 広 域 行 政 事 務 組 合 消 防 本 部

土佐清水市消防署

中土佐分署

中芸消防署

仁 淀 消 防 組 合 消 防 本 部

大豊分署

須崎消防署

高 幡 消 防 組 合 消 防 本 部

大月分署

三原分署

日高分署

四万十消防署

黒潮消防署

西土佐分署

宿毛消防署

幡 多 中 央 消 防 組 合 消 防 本 部

幡 多 西 部 消 防 組 合 消 防 本 部

四万十清流消防署

0880-34-6196

0880-63-3396

四万十市右山750-1 0880-34-5881

高岡郡越知町越知甲3105-3

長岡郡本山町本山995 0887-76-2806

788-0003 宿毛市幸町10-5

787-0015

782-0035

0887-35-4119

0887-55-4141香南市赤岡町2032-2

香美市土佐山田町百石町2-3-51 0887-53-4176 0887-53-5313

0887-55-2430781-5310

消　防　本　部　・　署　所　名

安芸市矢ノ丸3-1-33

0887-22-0014

高知市中消防署

高知市東消防署

高知市本町4-1-27

784-0001

東部出張所

0887-22-4814

0887-34-1244

780-0870

781-7102 室戸市室津12

0889-26-3639

0889-42-9099

781-2110

781-3601

785-0010

781-1301 0889-26-2111

須崎市鍛治町1-23

吾川郡いの町3229-2 088-893-3221

0887-38-2554

088-893-3225

0887-76-3581

787-0304 0880-82-3512

781-6410 安芸郡田野町1406-1 0887-38-2643/2648

土佐清水市元町7-16 0880-82-1197

088-863-6220

088-852-5541
781-1105

783-0006

土佐市蓮池978-1
088-852-0001

南国市篠原164-1 088-863-3511
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単位：件

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 対Ｈ13度比 平均
人口１万人当たり
の平均出動回数

高知市 17,158 18,237 18,542 18,767 19,052 111.0% 18,351 550

室戸市 1,256 1,420 1,283 1,276 1,382 110.0% 1,323 634

安芸市 1,336 1,285 1,438 1,434 1,568 117.4% 1,412 575

香南市 1,730 1,774 1,974 2,009 1,951 112.8% 1,888 563

香美市 2,148 1,879 1,944 2,066 2,188 101.9% 2,045 676

南国市 2,288 2,467 2,633 2,528 2,523 110.3% 2,488 490

土佐市 1,886 1,731 1,909 1,913 2,000 106.0% 1,888 629

土佐清水市 1,062 1,017 1,042 1,123 1,032 97.2% 1,055 611

中芸 902 951 1,109 1,012 1,060 117.5% 1,007 780

嶺北 1,153 1,052 1,272 1,128 1,065 92.4% 1,134 754

仁淀 3,248 3,705 3,372 3,461 3,475 107.0% 3,452 712

高吾北 1,565 1,626 1,746 1,934 2,057 131.4% 1,786 621

高幡 3,520 3,579 4,045 3,734 3,893 110.6% 3,754 566

幡多中央 2,501 2,677 2,638 2,675 2,670 106.8% 2,632 513

幡多西部 1,782 2,168 2,221 1,911 1,978 111.0% 2,012 616

合計 43,535 45,568 47,168 46,971 47,894 110.0% 46,227 581

単位：件

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 対Ｈ13度比 平均
人口１万人当たり
の平均出動回数

高知市 150 103 124 168 173 115.3% 144 4

室戸市 9 10 8 26 25 277.8% 16 7

安芸市 15 13 15 14 22 146.7% 16 6

香南市 11 12 11 19 16 145.5% 14 4

香美市 26 15 26 22 14 53.8% 21 7

南国市 23 42 23 27 29 126.1% 29 6

土佐市 14 29 14 23 26 185.7% 21 7

土佐清水市 16 11 16 13 11 68.8% 13 8

中芸 9 10 9 11 18 200.0% 11 9

嶺北 12 15 12 15 7 58.3% 12 8

仁淀 27 32 27 39 29 107.4% 31 6

高吾北 20 13 20 13 12 60.0% 16 5

高幡 36 33 36 56 45 125.0% 41 6

幡多中央 43 40 43 40 25 58.1% 38 7

幡多西部 12 10 12 11 13 108.3% 12 4

合計 423 388 396 497 465 109.9% 434 5

消防機関＜常備＞の出動状況の推移

火災出動件数＜常備＞の推移
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単位：件

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 対Ｈ13度比 平均
人口１万人当たり
の平均出動回数

高知市 12,038 12,752 13,381 13,699 14,213 118.1% 13,217 396

室戸市 1,049 1,051 1,042 1,104 1,093 104.2% 1,068 511

安芸市 1,093 1,103 1,205 1,185 1,346 123.1% 1,186 483

香南市 1,313 1,372 1,543 1,495 1,571 119.6% 1,459 435

香美市 1,534 1,490 1,503 1,530 1,630 106.3% 1,537 508

南国市 1,986 2,081 2,265 2,132 2,293 115.5% 2,151 424

土佐市 1,102 1,152 1,290 1,369 1,409 127.9% 1,264 421

土佐清水市 745 713 722 737 748 100.4% 733 424

中芸 615 643 692 645 641 104.2% 647 501

嶺北 917 843 982 969 964 105.1% 935 622

仁淀 1,868 2,026 2,041 2,178 2,291 122.6% 2,081 429

高吾北 1,118 1,166 1,249 1,248 1,387 124.1% 1,234 429

高幡 2,444 2,527 2,650 2,632 2,796 114.4% 2,610 393

幡多中央 1,625 1,914 1,914 1,953 2,015 124.0% 1,884 367

幡多西部 1,210 1,272 1,334 1,318 1,407 116.3% 1,308 401

合計 30,657 32,105 33,813 34,194 35,804 116.8% 33,315 418

単位：件

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 対Ｈ13度比 平均
人口１万人当たり
の平均出動回数

高知市 187 164 191 180 174 93.0% 179 5

室戸市 22 21 38 22 37 168.2% 28 13

安芸市 43 21 29 23 42 97.7% 32 13

香南市 27 25 19 22 25 92.6% 24 7

香美市 40 33 31 42 39 97.5% 37 12

南国市 54 70 58 66 55 101.9% 61 12

土佐市 25 37 26 26 25 100.0% 28 9

土佐清水市 32 17 30 32 25 78.1% 27 16

中芸 21 30 24 30 16 76.2% 24 19

嶺北 30 28 25 35 18 60.0% 27 18

仁淀 57 49 14 36 16 28.1% 34 7

高吾北 43 28 19 33 28 65.1% 30 11

高幡 19 66 82 91 69 363.2% 65 10

幡多中央 51 67 72 76 39 76.5% 61 12

幡多西部 7 8 18 24 12 171.4% 14 4

合計 658 664 676 738 620 94.2% 671 8

救急出動件数の推移

救助出動件数の推移
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消防本部名 H14 H15 H16 H17 H18 H14年度比

高知市 342 346 352 339 346 101.2%

室戸市 51 51 50 49 50 98.0%

安芸市 41 40 39 38 36 87.8%

香南市 41 40 41 41 44 107.3%

香美市 61 63 62 57 58 95.1%

南国市 61 64 64 62 61 100.0%

土佐市 44 44 49 47 45 102.3%

土佐清水市 33 33 34 34 34 103.0%

中芸 40 39 38 36 36 90.0%

嶺北 46 46 45 42 41 89.1%

仁淀 70 70 72 71 71 101.4%

高吾北 49 49 49 49 49 100.0%

高幡 126 126 125 124 124 98.4%

幡多中央 74 74 74 74 74 100.0%

幡多西部 53 53 52 53 53 100.0%

合計 1,132 1,138 1,146 1,116 1,122 99.1%

※人数は各年４月１日現在

消防本部名 H14 H15 H16 H17 H18 H14年度比

高知市 694 697 684 664 652 93.9%

室戸市 377 376 377 380 377 100.0%

安芸市 328 316 310 303 311 94.8%

香南市 278 274 277 272 269 96.8%

香美市 394 389 397 387 382 97.0%

南国市 344 344 344 338 338 98.3%

土佐市 331 331 331 331 330 99.7%

土佐清水市 430 427 421 422 418 97.2%

中芸 232 232 227 225 226 97.4%

嶺北 777 769 756 702 685 88.2%

仁淀 584 580 588 638 639 109.4%

高吾北 652 650 650 652 647 99.2%

高幡 1,205 1,214 1,199 1,191 1,180 97.9%

幡多中央 863 863 863 863 862 99.9%

幡多西部 793 794 792 799 800 100.9%

合計 8,282 8,256 8,216 8,167 8,116 98.0%

※人数は各年４月１日現在

単位：人

単位：人

管轄内の消防団員数の推移

消防職員数の推移
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単位：千円

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

136,257,092 3,484,586 2.6% 2,732,626 78.4% 159,551 4.6%

11,147,008 466,828 4.2% 403,415 86.4% 15,454 3.3%

12,366,449 331,632 2.7% 276,171 83.3% 18,844 5.7%

17,618,902 564,317 3.2% 486,794 86.3% 9,160 1.6%

12,136,260 391,901 3.2% 291,345 74.3% 43,404 11.1%

10,179,042 375,985 3.7% 278,266 74.0% 53,279 14.2%

17,558,522 449,097 2.6% 325,014 72.4% 26,352 5.9%

14,874,171 452,892 3.0% 326,984 72.2% 23,862 5.3%

安田町 2,175,231 116,858 5.4%

田野町 2,135,275 87,941 4.1%

奈半利町 2,405,464 132,806 5.5%

北川村 2,245,916 48,663 2.2%

馬路村 2,363,707 44,992 1.9%

本山町 2,965,214 132,690 4.5%

大豊町 4,700,714 173,716 3.7%

土佐町 3,721,929 138,212 3.7%

大川村 1,367,548 34,331 2.5%

春野町 6,253,740 264,746 4.2%

いの町 14,030,230 482,665 3.4%

日高村 3,214,164 113,436 3.5%

須崎市 12,702,770 421,562 3.3%

中土佐町 6,953,792 279,019 4.0%

梼原町 5,489,856 125,736 2.3%

津野町 6,286,956 190,483 3.0%

四万十町 15,452,452 471,746 3.1%

佐川町 6,237,195 276,189 4.4%

越知町 4,074,923 142,486 3.5%

仁淀川町 8,423,464 324,425 3.9%

四万十市 19,957,193 653,904 3.3%

黒潮町 7,027,888 316,690 4.5%

宿毛市 12,009,571 332,571 2.8%

大月町 4,227,380 160,861 3.8%

三原村 1,725,307 56,141 3.3%

2,178,248 108,343 5.0% 5,753 5.3% 453 0.4%

2,447,410 73,059 3.0% 4,521 6.2% 4,305 5.9%

394,910,983 12,221,509 3.1% 9,003,226 73.7% 904,226 7.4%

＜平成17年度＞

59.5%

67.2%

76.2% 4.6%

13.5%

17.8%131,940

131,351

25,039

13.0%

2.4%

74.8% 7.6%113,6061,113,747

442,035

652,691

419,034

571,378

23,877

11,677

112,072

70.7%

77.0%

66.4%

（消防団経費含む）

消防費の決算の状況

304,762

368,690

5.5%

左のうち消防費 消防費のうち人件費 消防費のうち普通建設事業費市町村
決算総額

高知市

室戸市

安芸市

香南市

香美市

南国市

土佐市

土佐清水市

中
芸

嶺
北

仁
淀

高
幡

東洋町

芸西村

合計

高
吾
北

幡
中

幡
西

32



　　　　旧春野町分は高知市へ計上

推計人口から見る本県の消防体制の予測

香美市
(単独：１署１所)

57名体制
３０,２５７人

36名体制
２４,４１９人

高知市
(単独：３署７所)

353名体制
３４８,９９０人

366名体制
３５８,４７３人

嶺　北
(４町村：１署１所)

42名体制
１５,０３６人

　

26名体制
９,０９７人

仁　淀
（２町村：１署２所)

57名体制
３２,９６３人

41名体制
２６,０７０人

中　芸
(５町村：１署)

36名体制
１２,９０８人

19名体制
７,７５９人

室戸市
(２市町：１署１所)

 49名体制
２０,８７６人

　

20名体制
１０,３８１人

安芸市
(２市村：１署）

38名体制
２４,５５６人

29名体制
１６，９４６人

高吾北
(３町：１署１所)

49名体制
２８,７４６人

　

38名体制
１９,５４６人

幡多中央
(２市町：２署１所)

74名体制
５１,３５４人

　

62名体制
４２,７９０人

幡多西部
(３市町村：１署２所）

53名体制
３２,６４２人

　

41名体制
２５,１９２人

南国市
(単独：１署１所)

62名体制
５０,７５８人

　

56名体制
４９,３５５人

香南市
(単独：１署)

41名体制
３３,５４１人

40名体制
３２,０４５人

高　幡
(５市町：２署４所）

124名体制　　　　　　　83名体制
６６,３７３人　　　　　　４７,３３０人

土佐市
(単独：１署１所)

47名体制
３０,０１１人

　

33名体制
２４,９４０人

土佐清水市
(単独：１署)

34名体制
１７,２８１人

　

20名体制
１１,７５２人

・推計人口は国立社会保障・人口問題研究所の　「都道府県の将来推計人口（平成14年３月
推計」によります。
・基準財政需要額の推計にあたっては、Ｈ17年度の算定式を使用しました。
・推計消防職員数は、推計した基準財政需要額に消防費にかかる人件費率　(76.8%)を乗じ、
H17年度の人件費の平均単価より求めました。

人口減少による財政力の低下

　
　将来にわたる消防サービスの体制維持が困難

＜現状＞
２００５年

◇県人口　　796,292人
　　　　　（平成17年国勢調査）

◇基準財政需要額の県計
　　　　　 　 １１,７１２百万円

◇消防職員数　　１,１１６名

◇県人口　　706,095人
　　　　　　（平成14年３月推計）

⇒平成19年５月推計では　634,260人

＜予測＞
２０３０年

◇推計基準財政需要額の県計
　　　　　 　　  　　９,５６６百万円

◇推計消防職員数　 ９０８名

　レベル１：現状以上の体制が可能

　レベル２：現状維持が可能

　レベル３：現状に近いレベルが何とか可能

　レベル４：出張所等では救急業務のみ対応

　レベル５：全署所で救急業務のみ対応
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署所名
所要時間

（分）
署所名

所要時間
（分）

室戸市 羽根町 2,538 室戸市消防署 15
中芸広域連合
中芸消防署

7 △8

安芸市 下山 644 安芸市消防署 9 〃 6 △3

芸西村 西分 1,490 安芸市消防署 12 香南市消防署 7 △5

香美市 繁藤 415 香美市消防署 22
南国市消防署
北部出張所

17 △5

南国市 十市 5,651 南国市消防署 12
高知市東消防署

三里出張所
5 △7

〃 稲生 1,871 〃 10
高知市東消防署

東部出張所
5 △5

土佐清水市 立石 66 土佐清水市消防署 45
幡多中央消防組合
四万十市消防署

35 △10

〃 大津 5 〃 40
幡多西部消防組合

大月分署
30 △10

〃 藤ノ川 20 〃 50 〃 30 △20

〃 鳥渕 19 〃 45 〃 35 △10

〃 有永 19 〃 50
幡多西部消防組合

三原分署
30 △20

〃 珠々玉 9 〃 45 〃 35 △10

〃 大川内 12 〃 50 〃 30 △20

須崎市 浦ノ内灰方 127
高幡消防組合
須崎消防署

30
土佐市消防署

宇佐分署
10 △20

黒潮町 佐賀橘川 113
幡多中央消防組合

黒潮消防署
15

高幡消防組合
四万十清流消防署

9 △6

８市町村 15地区 12,999 － － － － －

※　あくまでも概数としての調査であり、詳細なものではありません

短縮
効果
（分）

近隣消防署所からの出動所要時間の短縮効果

近隣署所管轄署所

地区名市町村名
地区の人口

（人）
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再配置可能職員の算定

再配置可能職員は一定条件の下で各ブロック案の効果を測定
するために算定した人数であり、実際に配置できる人数を表
したものではありません。

算定にあたっての考え方

【現状人員の考え方】

　◎「職員数」は平成19年４月19日付け19高消防第66号による調査結果に基づいています。

　◎「うち本部業務に従事する職員」数は、本部及び署所等に勤務し、専ら事務等を行う者（日勤

　　者）の合計数としています。

　◎次長と消防署長を兼務している者は、「うち本部業務に従事する職員」数に含めていません。

　◎初任者及び消防学校・航空隊等への派遣者は、「うち本部業務に従事する職員」数に含めてい

　　ません。

【モデル消防本部の作成の考え方】

　◎全国の消防本部の中から、管轄人口を同規模とする他県の消防本部（以下「同規模本部」とい

　　う）を複数抽出（無作為）し、その同規模本部の人員の平均を参考に広域化後の消防本部のモ

　　デルをブロックごとに作成しました。

　◎同規模本部の本部職員数は、それぞれの消防年報よっていますが、初任者・派遣者等について

　　は、本部職員数から除外しています。

　◎「モデル」の「消防長次長」の人数は、２名を基本とし、30万人以上の規模となるブロックで

　　は３名としました。

　◎「モデル」の「指令」の人数については、現状で指令センターがある高知市を含むブロックは

　　同規模本部の平均数に、それ以外のブロックについては、現状のままとしました。

【再配置可能職員数の算定】

　◎「モデル」の本部職員と各ブロックの現状の職員との差し引き人数を「再配置可能職員数」と

　　しました。

【その他】

　◎同規模本部の職員数は、Ｎ市消防局はH19.4.1、それ以外はH18.4.1の数です。

　◎同規模本部の人口・面積はH19年度全国消防長会資料によっています。
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消防長次長 総務 警防 予防 指令

安芸広域 58,340 1,129 4 125 21 4 6 4 7

モデル 58,340 1,129 4 125 16 2 6 3 5 5

類似消防本部平均 59,862 59 3 95 16 2 6 3 5

Ａ市消防本部（和歌山県） 59,239 101 3 102 15 3 3 5 4

Ｂ市消防組合（神奈川県） 60,484 17 3 88 17 2 10 0 5

差引 △ 2 0 △ 1 △ 2 0 5

物部川流域 114,556 790 5 161 26 6 5 6 7 2

モデル 114,556 790 5 161 23 2 8 4 7 2 3

類似消防本部平均 122,241 358 6 145 21 2 8 4 7

Ｃ消防組合（岐阜県） 118,750 590 8 147 30 2 10 4 4 10

Ｄ市消防本部（大分県） 125,731 125 4 143 21 2 5 4 10

差引 △ 4 3 △ 2 0 0 3

高知市・嶺北 364,026 1,066 11 380 82 4 22 9 24 23

モデル 364,026 1,066 11 380 78 3 10 32 13 20 4

類似消防本部平均 341,332 128 8 318 81 6 10 32 13 20

Ｅ市消防本部（三重県） 332,234 220 7 305 65 4 10 21 15 15

Ｆ市消防本部（大阪府） 350,429 36 8 331 97 8 10 43 11 25

差引 △ 1 △ 12 23 △ 11 △ 3 4

仁淀川流域 91,720 1,153 8 165 16 4 6 3 3

モデル 91,720 1,153 8 165 19 2 5 6 6 △ 3

類似消防本部平均 100,034 320 7 172 19 2 5 6 6

Ｇ市消防本部（北海道） 97,517 81 5 162 18 1 5 5 7

Ｈ市消防本部（三重県） 102,550 558 8 181 30 4 5 6 5 10

差引 △ 2 △ 1 3 3 0 △ 3

高幡広域 66,373 1,405 6 123 11 1 5 3 2

モデル 66,373 1,405 6 123 13 2 2 4 5 △ 2

類似消防本部平均 68,821 461 4 111 13 2 2 4 5

Ｉ市消防本部（愛知県） 66,611 189 3 121 17 2 0 8 7

Ｊ地区消防事務組合（愛媛県） 71,030 732 5 101 9 1 5 0 3

差引 1 △ 3 1 3 0 △ 2

幡多広域 101,277 1,562 7 164 18 5 6 1 6

モデル 101,277 1,562 7 164 19 2 5 6 6 △ 1

類似消防本部平均 100,034 320 7 172 19 2 5 6 6

Ｇ市消防本部（北海道） 97,517 81 5 162 18 1 5 5 7

Ｈ市消防本部（三重県） 102,550 558 8 181 30 4 5 6 5 10

差引 △ 3 △ 1 5 0 0 △ 1

６ブロック合計 796,292 7,105 41 1,118 174 24 50 26 49 25 0

モデル合計 796,292 7,105 41 1,118 168 13 36 55 42 22 6

差引 △ 11 △ 14 29 △ 7 △ 3 6

東部 172,896 1,919 9 286 47 10 11 10 14 2

モデル 172,896 1,919 9 286 31 2 11 7 9 2 16

類似消防本部平均 180,667 359 8 238 46 3 11 7 9 16

Ｋ市消防本部（北海道） 170,286 619 9 237 44 3 8 7 8 18

Ｌ地区消防組合（埼玉県） 191,047 98 7 239 47 3 15 6 10 13

差引 △ 8 0 △ 3 △ 5 0 16

中部 455,746 2,219 19 545 98 8 28 12 27 23

モデル 455,746 2,219 19 545 71 3 17 11 17 23 27

類似消防本部平均 472,563 311 13 506 71 3 17 11 17 23

Ｍ市消防局（香川県） 480,285 561 16 508 70 4 13 9 22 22

Ｎ市消防局（千葉県） 464,841 61 10 504 71 2 21 12 13 23

差引 △ 5 △ 11 △ 1 △ 10 0 27

西部 167,650 2,967 13 287 29 6 11 4 8

モデル 167,650 2,967 13 287 29 2 11 7 9 0

類似消防本部平均 180,667 359 8 238 46 3 11 7 9 16

Ｋ市消防本部（北海道） 170,286 619 9 237 44 3 8 7 8 18

Ｌ地区消防組合（埼玉県） 191,047 98 7 239 47 3 15 6 10 13

差引 △ 4 0 3 1 0 0

３ブロック合計 796,292 7,105 41 1,118 174 24 50 26 49 25 0

モデル合計 796,292 7,105 41 1,118 131 7 39 25 35 25 43

差引 △ 17 △ 11 △ 1 △ 14 0 43

１ブロック 796,292 7,105 41 1,118 174 24 50 26 49 25

モデル 796,292 7,105 41 1,118 102 3 19 25 24 31 72

類似消防本部平均 782,331 1,192 28 846 103 4 19 25 24 31

Ｏ市消防局（静岡県） 820,336 1,511 27 891 93 4 22 16 19 32

Ｐ市消防局（静岡県） 720,175 1,374 21 735 109 6 17 28 21 37

Ｑ市消防局（新潟県） 806,481 690 35 912 108 2 19 30 32 25

差引 △ 21 △ 31 △ 1 △ 25 6 72

３
ブ
ロ
ッ

ク
案

１
ブ
ロ
ッ

ク
案

６
ブ
ロ
ッ

ク
案

人口 面積 署所数
職員数

再配置
可能職員

うち本部業務に従事する職員
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運営形態の比較一覧表

一部事務組合 広域連合 委託

全国の消防組合数
（H18.4.1現在）

消防本部数　811

314（1,094市町村）
（うち高知県6（20市町村））

16（100市町村）
（うち高知県1（5町村））

130市町村
（うち高知県2町村、

救急業務のみ委託3町村）

団体の種類 特別地方公共団体 特別地方公共団体

構成団体

都道府県、市町村及び特別区
（県には消防事務がないため、消防
業務では、県の加入する組合は設
置できない）

都道府県、市町村及び特別区
（処理する事務に限らず、組合せは
自由）

組合相互間又は組合と市町村間に
おいても事務の委託は可能

性格
構成団体又はその執行機関の事務
を持ち寄っての共同処理（普通地方
公共団体の機能の補完的性格）

一部事務組合よりも独立性が強く、
地方公共団体としての自立性・自主
性のある運営を行うことができる

効果
設立に伴い共同処理するとされた事
務は、構成団体から除外され、一部
事務組合に引き継がれる

広域にわたり処理することが適当と
された事務は、構成団体から除外さ
れ、広域連合に引き継がれる

委託を受けた団体は、委託の範囲
内において、自己の事務とする権限
を有する

特色

事務の範囲

原則、構成団体が共通に持っている
事務
（２つ以上の事務の場合は、複合的
一部事務組合）

基本的には処理する事務について
の制限はない

国、県からの
権限移譲

直接受けることができない
直接受けることができ、また、要請も
できる

議会の組織
及び議員の
選挙の方法 法においては、選出方法について特

段の規定はない（あて職、兼職が可
能）

住民による直接選挙又は構成団体
の長、議会による間接選挙（あて職
は不可）執行機関の

組織及び選
任の方法

直接請求 法においては、特段の規定はない
住民による直接請求を認めている
（条例の制定、監査の請求、解散及
び解職の請求）

必置機関
管理者（複合的一部事務組合では、
理事会を置くことができる）、監査委
員、公平委員会、会計管理者

長、選挙管理委員会、監査委員、公
平委員会、会計管理者

広域計画
（広域にわた
る総合的な

計画）

法においては、特段の規定はない
作成しなければならない、また、実施
について構成団体に勧告することが
できる

経費 構成団体間の協議による

・客観的指標に基づかなければなら
ない
　→客観的指標の例
　◆地域間バランスの指標（人口、
面積）
　◆地方公共団体の負担能力の指
標（地方税
　　の収入額、財政力）
　◆その他の客観的な指標
・構成団体は、必要な予算上の措置
をしなければならない
　→義務的経費

すべて委託した団体が負担し、規約
において定める
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組合等名 事務の内容 構成市町村

安芸広域市町村圏事務組合

安芸広域ふるさと市町村圏計画の
策定及び事業の実施、構成団体が
共同して設置するごみ処理施設の
設置、管理及び運営に関する事務

安芸広域市町村圏特別養護
老人ホーム組合

特別養護老人ホームの設置運営

香美郡植林組合 造林及び管理

香南斎場組合 火葬場管理運営

香南清掃組合 ごみ処理

高知・嶺北

高吾北広域町村事務組合

し尿処理、消防、火葬場、ごみ処理、
特別養護老人ホーム、養護老人
ホーム、知的障害者更正施設、ふる
さと市町村圏計画の策定及び進行
管理・介護認定審査会、市町村審査
会

仁淀川町、佐川町、越知町

仁淀川広域市町村圏事務組合

仁淀川広域ふるさと市町村圏計画
の策定及び実施、仁淀川環境保全
のための広域計画の策定及び実
施、介護認定審査会の設置及び運
営

土佐市、春野町、いの町、
日高村

高幡消防組合 消防、救急

高幡身体障害者療護施設組合 身体障害者療護施設の設置運営

高幡広域市町村圏事務組合

高幡広域ふるさと市町村圏計画の
策定及び事業の実施、大野見青年
の家の設置運営、須崎斎場の設置
管理運営、介護認定審査会の設置
運営、滞納整理に関する事務

幡多広域 幡多広域市町村圏事務組合

幡多広域ふるさと市町村圏計画の
策定及び同計画に基づく事業の実
施進行管理、連絡調整並びに広域
活動計画に基づく事業の実施、ふる
さと市町村圏基金の果実により、広
域的なソフト事業の実施、高知県西
南地方拠点都市地域基本計画に基
づく事業の実施の進行管理及び連
絡調整、特別養護老人ホームの設
置及び維持管理並びに運営、廃棄
物処理施設の管理運営

宿毛市、土佐清水市、
四万十市、大月町、三原
村、
黒潮町

こうち人づくり広域連合
構成市町村の職員等の研修、人材
交流、人材確保及び調査研究に関
する事務

全市町村

高知県後期高齢者医療広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律
に規定する後期高齢者医療制度の
事務のうち、被保険者の資格の管理
に関する事務、医療給付に関する事
務、保険料の賦課に関する事務、保
健事業に関する事務その他後期高
齢者医療制度の施行に関する事務

全市町村

物部川流域

東部

安芸広域

広域化ブロック案と構成市町村が同一となる一部事務組合等

須崎市、四万十町、
中土佐町、梼原町、津野町

県全域(１ブロック)

高幡広域

西部

仁淀川流域
中部

室戸市、安芸市、東洋町、
奈半利町、田野町、安田
町、
北川村、馬路村、芸西村

南国市、香南市、香美市
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高知県消防長会アンケートの検討委員会事務局まとめ 
（平成 19 年５月 31 日高知県消防長会調査） 

１ 分類結果 

各消防本部において、それぞれの視点から、広域化を実現するには、メリットも多くあるもの

の、デメリットや課題等も多く抱えていることが、改めて示されている。このことは、必要な意

見を十分に反映していくことが、広域化の実現に繋がっていくことであるものと考えられる。 
なお、以下の概要に示すとおり、第４回高知県消防広域化推進検討委員会の資料のうち、「広域

化によるメリットの比較」及び「広域化における課題の整理」で掲げた項目に分類することがで

きたことからも、各消防本部と事務局の想いは、概ね同じ方向であるものと考え、推進計画を作

成するに当たって留意していきたい。 
 

２ 概要 

（１）メリット 

   15 消防本部から 63 件の回答があり、消防庁の推進する項目について分類を行った。 

項目で見てみると、「消防体制の基盤の強化」が 25 件（11 本部）と最も多く、次いで「住民

サービスの向上」が 20 件（12 本部）であった。また、「メリットなし」は、１件（１本部）で

あった。 

なお、デメリット件数よりも８件多く回答があった。また、メリットがあると回答した消防本

部は 14 消防本部であり、デメリットを回答した消防本部数（12 本部）を上回っていた。 

項   目 回答数（消防本部数） 

消防体制の基盤の強化 25 件（11 本部） 

住民サービスの向上 20 件（12 本部） 

消 防 体 制 の 効 率 化 17 件（11 本部） 

メ リ ッ ト な し １件（１本部） 

計 63 件（15 本部） 

 
（２）デメリット 

   15 消防本部から 55 件の回答があり、第４回検討委員会資料の広域化の課題の整理にあげた項

目で分類することができた。 

項目で見てみると、「消防体制（消防力）の変化への不安」が 19 件（10 本部）と最も多く、

次いで「サービスの平準化」が 11 件（７本部）であった。両項目とも消防力のサービスの低下

を懸念する内容が多く、このことは、推進計画作成時において、留意すべき事項として整理して

いく必要がある。また、「デメリットなし」も３件（３本部）あった。 

項   目 回答数（消防本部数） 

消防体制（消防力）の変化への不安 19 件（10 本部） 

消 防 サ ー ビ ス の 平 準 化 11 件（７本部） 

消 防 団 と の 連 携 ６件（５本部） 

構 成 市 町 村 の 財 政 力 の 差 異 ５件（３本部） 

人 事 及 び 組 織 管 理 ４件（３本部） 

デ メ リ ッ ト な し ３件（３本部） 

消 防 本 部 と 消 防 署 間 の 連 携 ３件（３本部） 

市 町 村 と の 連 携 ２件（１本部） 

地 域 へ の 密 着 性 ２件（１本部） 

計 55 件（15 本部） 
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（３）広域化による共通すると思われる課題等 

   15 消防本部から 57 件の回答があり、（２）と同様、第４回検討委員会資料の広域化の課題の

整理について分類を行った。 

項目で見てみると、「構成市町村の財政力の差異」が 11 件（７本部）と最も多く、次いで「人

事及び組織管理」が 10 件（５本部）であった。この 21 件中 13 件が、各消防本部間の調整に関

することであった。「その他」については、「将来の消防について十分議論する必要がある」旨の

回答が多かった。「将来の消防」については、検討委員会でも検討しているところであり、デメ

リットと同様に、その重要性は、各消防本部及び事務局ともに認識している。 

また、「なし」と回答した本部が２件（２本部）であった。 

項   目 回答数（消防本部数） 

構 成 市 町 村 の 財 政 力 の 差 異 11 件（７本部） 

人 事 及 び 組 織 管 理 10 件（５本部） 

そ の 他 ８件（５本部） 

消 防 団 と の 連 携 ７件（７本部） 

消 防 サ ー ビ ス の 平 準 化 ６件（３本部） 

市 町 村 と の 連 携 ５件（５本部） 

消防体制（消防力）の変化への不安 ４件（２本部） 

な し ２件（２本部） 

消 防 本 部 と 消 防 署 間 の 連 携 ２件（２本部） 

地 域 へ の 密 着 性 ２件（２本部） 

計 57 件（15 本部） 

 
（４）課題に対して考えられる方策等 

   15 消防本部から 33 件の回答があり、（２）及び（３）と同様、第４回検討委員会資料の広域

化の課題の整理について分類することができた。 

   内容としては、「（３）広域化による共通すると思われる課題等」に対する方策よりも、課題に

対する補足という内容の意見が多くみられた。 

   項目で見てみると、最も多かったのが、「消防体制（消防力）の変化への不安」に対するもの

であり、住民等への理解や職員の協力等の必要性が挙げられている。２番目に多かったのは、「人

事及び組織管理」（６件（３本部））についてであり、新たな体制に対して明確な対応を求めるも

のが多く、これは「消防体制（消防力）の変化への不安」にも繋がるものとも考えられる。 

   広域化の課題に対する方策については、事務局も同様に認識しており、今後運営計画作成の際

には、十分な議論を行い、様々な意見を活かしていくこととなる。 

また、「なし」も２番目に多い６件（６本部）であった。 

項   目 回答数（消防本部数） 

消防体制（消防力）の変化への不安 ７件（５本部） 

な し ６件（６本部） 

人 事 及 び 組 織 管 理 ６件（３本部） 

消 防 団 と の 連 携 ４件（４本部） 

消 防 サ ー ビ ス の 平 準 化 ３件（３本部） 

構 成 市 町 村 の 財 政 力 の 差 異 ２件（２本部） 

そ の 他 ２件（２本部） 

消 防 本 部 と 消 防 署 間 の 連 携 １件（１本部） 

市 町 村 と の 連 携 １件（１本部） 

地 域 へ の 密 着 性 ０件（０本部） 

計 33 件（15 本部） 

 
40



広域化に対する市町村長の意見の概要 

 

平成 20 年１月 10 日から２月５日までの間に県内 34 市町村長を訪問し、お聞きした意見の概

要です。 

 

１ 消防のあり方に関して 

・消防サービスは地域ごとに違いがあってもよい 

・地域の需要に応じた消防体制を考えることが必要 

・基本的には地域は地域の力で守っていくことが大事 

・消防団員が減ってきている状況では、消防団のあり方も考えないと 

 

２ 広域化の必要性に関して 

・広域化については積極的に進めて欲しい。広域化の必要性は認めている 

・構成市町村が脱退し、組織の縮小がサービスの縮小に直結することを、身を持って知った 

・消防の広域化は住民の命の安全・安心のための取り組みと認識している 

・人口減や高齢化は現在の消防体制の維持に大きな影響を及ぼす 

 

３ 広域化への期待・要望に関して 

・今の状況よりも高度な対応(サービス)ができるようになることを期待する 

・人事の硬直化に頭を悩ませているので、広域化による組織の活性化に期待する 

・地元雇用を原則としてほしい 

・非番招集のサイレンが鳴ったら、すぐ駆けつけてくれる地域に住む職員が必要 

・広域化によって財政負担の増加がないようにしてほしい 

・それぞれの地域に合った負担を考えることが必要 

・財政負担を人口や面積だけで考えない努力をしてほしい 

 

４ 組み合わせに関して 

・広域化は１本化の方向しかないと認識している 

・高知市を除く組み合わせは現実的でない 

・１ブロック化のチャンスは１度きりで、段階的な広域化は現実的ではない 

・１ブロックはメリットがはっきり見えないと考えにくい 

・６ブロック案でも管轄面積が広いと感じている 

・地域住民の連帯感からいくと６ブロック案である 

・１ブロックでも６ブロックでも広域化の手続きは同じ 

・合併を意識した広域化ではなく、必要に応じて考えていく 
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５ 広域化に向けての県の役割に関して 

・合併の轍を踏まないよう県が引っ張ることが大事 

・消防は市町村の問題であるので、全て県に押し付ける気はない 

・市町村サービスは基礎自治体で完結する方向になるので、県は広域的なサポートをして欲しい 

 

６ 市町村と広域化後の消防本部との連携に関して 

・市町村長と広域化後の消防本部との役割分担や連携をどのようにしていくのかが大事 

・災害時は市町村の下で動ける仕組みが必要 

 

７ 広域化を進めるにあたっての留意事項に関して 

（１）高知市の参画について 

・高知市に強いリーダーシップを期待する 

・高知市の負担が増えない方法を考えることは可能 

（２）管轄面積拡大への対応 

・今よりも職員が必要になりはしないか 

 

８ その他 

・交付税制度について、最低限必要な消防力の維持に要する財源は確保できるよう国に働きかけ

ていく必要がある 
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検討項目 　　　概　　　　　　　　　要

・全国の消防本部の６割が管轄人口10万人未満の小規模消防本部

・小規模消防本部では職員の高度化・専門化、資機材の更新等消防力の
　充実が課題

・高知市外の14消防本部は小規模消防本部
　　うち10消防本部が管轄人口3万人程度若しくはそれ以下

・職員の充足率は全国平均より19ポイント低い57％
    殆どの本部では業務が兼任で二次出動には非番職員の召集で対応
    消防大学校、消防学校など各種研修への参加や専門職員の育成に課題

・救急出動の増加
　　過去５年間で17％の増加と搬送の約３割が管轄外へ（救急車不在時間の発生）

・管轄人口の減少　　県人口70万人の予想
　　６消防本部で30％以上の減少(室戸、中芸、嶺北では50%程度）
　　最新の推計ではこの傾向が10年早まる予測

・高齢化の進行　　７消防本部で高齢化率が40％以上

・出動件数の予測　　高齢化の進行により人口に連動して減少はしない

・市町村の財政力の低下　　人口減少が地方交付税の算定に大きく影響

・広域化に当たっての課題
　　地域との密着性（消防団、市町村）及び本部と署所間の連携
　　職員の処遇　　　他

・広域化のメリット
　　本部機能の効率化による現場職員の増強
　　署所の管轄区域の見直しよる現場到着時間の短縮
　　組織規模拡大による小規模消防本部特有の課題の解決

・アドバイザーから
　　安全、安心の基盤を作る上で適期であり、消防長として英断を持って首長へ
　　進言することが重要

・消防長から（中芸、幡多西部、土佐清水）
　　課題：職員の確保、救急の重複要請の増加
　　広域化：必要性は認識

・６ブロック（市町村合併構想の組合せ）
　　合併が進めば単独消防へ移行が可能、小規模消防本部の解消が困難、
　　再配置可能人員は東部の３エリアで合計12名、西部の３エリアで合計△６名

・３ブロック（市町村合併構想を東部、中部、西部に再編）
　　小規模消防本部の解消が可能、２エリアで基本指針の管轄人口30万人をクリアできず
　　再配置可能人員は２エリアで43名、１エリアで０名

・１ブロック（県内全域）
　　小規模消防本部の解消、基本指針の管轄人口30万人をクリア
　　再配置可能人員は72名と最効率

・組合せについて
　　１ブロックを支持する意見が多かったが、合併に歩調を合わせる意見も有り
・運営方式について
　　一部事務組合、広域連合、事務委託の３方式から市町村が選択
・関係機関との連携
　　平時から消防団や市町村防災部局など地域との連携の確保

・県の役割
　　広域化運営計画作成及び組合等設立の支援と積極的な市町村間の調整

・推進計画の進め方
　　基本構想、基本設計、実施設計と段階的に実施

・計画に盛り込むべき項目
　　基本指針で示された内容

・広域化は避けて通れない課題として認識が一致

　　住民へのサービス低下にならないこと
　　地域ごとのサービス水準があってもいい、管轄区域の見直しは非常に有効
　　広域化に当たっての課題はどの組合せも同じ

・組合せについては多くの消防長が１ブロック化を支持

・広域化への高知市の参画が課題

・「推進計画は１ブロック化の方向」で取りまとめ

第10回 平成19年12月27日 消防広域化推進計画 ・推進計画（素案）の協議

第11回 平成20年2月19日 検討委員会のまとめ
・市町村長との意見交換の報告
・消防広域化推進計画（案）の協議
・今後の取組み

第3回 平成19年6月15日

第1回 平成19年4月26日 消防広域化の主旨

第2回 平成19年5月23日 県内消防本部の現状分析

第6回 平成19年9月21日 広域化の組合せ

第7回 平成19年10月9日 運営形態

第8回 平成19年11月6日
県の役割及び計画に盛り込

む骨子

第9回 平成19年12月4日 県内全消防長の意見

高知県消防広域化推進検討委員会の開催状況

開催日

第5回 平成19年8月31日
アドバイザーによる講演及
び３消防長による現状説明

県内消防本部の将来予測
（2030年の予測）

第4回 平成19年7月27日 広域化の課題整理

・小規模消防本部の課題
　　応援や同時災害への出動体制の限界
　　消防・救急・救助の各業務における専門職員の確保
　　各種研修への職員派遣における代替職員の確保
　　小さい組織により硬直化し易い人事管理
　　高額になる車両や資機材の更新や導入
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任期：平成19年４月26日～平成20年３月31日

氏　　名 所属・役職等 備　　考

 <副座長>

岡崎　俊一

加田　繁喜 11市消防団連絡協議会会長

久米　博 町村消防団連絡協議会会長

笹岡　豊德 須崎市長

中村　文雄 高知県危機管理部長

 <座長>

根小田　渡

橋詰　壽人 南国市長 平成19年12月27日～

濵口　幸弘 嶺北広域行政事務組合消防本部消防長

藤﨑　富士登 仁淀川町長

松山　政子 高知県女性防火クラブ連絡協議会会長

森下　安子 高知女子大学看護学部看護学科准教授

安岡　雅徳 田野町長

山中　次男 高知市消防局長

夕部　和宏 幡多中央消防組合消防本部消防長

（50音順　敬称略）

<退任者>

氏　　名 委員当時の所属・役職等 在任期間

坂本　導彦 土佐経済同友会幹事
平成19年４月26日

平成19年10月４日

浜田　純 南国市長
平成19年４月26日

　
平成19年12月23日

（50音順　敬称略）

高知県消防広域化推進検討委員会委員名簿

高知大学人文学部長

（財）高知県消防協会顧問

～
～
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高知県消防広域化推進検討委員会設置要綱 
 
 
（目的） 
第１条 複雑多様化する消防需要を始め、消防を取り巻く環境の変化に的確に対応できる消防

体制のあり方を検討するため、高知県消防広域化推進検討委員会（以下、「委員会」という。）

を設置する。 
 
（検討事項） 
第２条 委員会は、次の事項について検討を行うものとする。 
 (1)消防の広域化の必要性 
   ①現状把握と問題点の分析 
   ②将来見通しの分析 
 (2)消防の広域化を必要とする場合、広域化対象市町村及びその組み合わせ 
 (3)その他、広域化を推進するために必要な諸課題に関する事項 
 
（組織） 
第３条 委員会は、委員15名以内で構成し、知事が委嘱する。 
２ 委員会に座長及び副座長を置く。 
３ 座長は委員の互選により選出する。 
４ 副座長は座長が指名する者をもって充てる。 
５ 座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成20年３月31日までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、第２条に規定する業務が早期に完了した場合は、完了の日ま 

でを任期とする。 
 
（運営） 
第５条 委員会の会議は、座長が召集し、その議長となる。 
２  座長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて意見を聴取すること 

ができる。 
 
（事務局） 
第６条 委員会の事務局は、高知県危機管理部消防政策課に置く。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が委員会に 

諮って定める。 
 
 
 附 則 
（施行期日） 
１  この要綱は、平成19年４月10日から施行する。 
（経過措置） 
２ 第４条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、知 

事が召集する。 
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消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号） 消防組織法 
（昭和二十二年法律第二百二十六号） 

 
 

目次 
第一章 総則（第一条） 
第二章 国の行政機関（第二条―第五条） 
第三章 地方公共団体の機関（第六条―第三十条） 
第四章 市町村の消防の広域化（第三十一条―第三十五条） 
第五章 各機関相互間の関係等（第三十六条―第五十二条） 
附則 

 
第一章 総則 

 
（消防の任務） 

第一条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から

保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を

軽減することを任務とする。 
   
    第二章 国の行政機関 
   
（消防庁） 

第二条 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項の規定に基づい

て、総務省の外局として消防庁を置く。 
（消防庁長官） 

第三条 消防庁の長は、消防庁長官とする。 
（消防庁の任務及び所掌事務） 

第四条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必

要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産

の保護を図ることを任務とする。 
２ 消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 
一 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項 
二 消防に関する市街地の等級化に関する事項（都道府県の所掌に係るものを除く。） 
三 防火査察（火災の調査を含む。）、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立

案に関する事項 
四 火災の調査に係る技術の向上及び火災の調査員の訓練に関する事項 
五 消防職員（消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。）及び消防団員の教養訓練

の基準に関する事項 
六 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項 
七 消防統計及び消防情報に関する事項 
八 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関する事項 
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九 消防に関する試験及び研究に関する事項 
十 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項 
十一 消防思想の普及宣伝に関する事項 
十二 危険物の判定の方法及び保安の確保に関する事項 
十三 危険物取扱者及び消防設備士に関する事項 
十四 消防に必要な人員及び施設の基準に関する事項 
十五 防災計画に基づく消防に関する計画（第二十九条において「消防計画」という。）

の基準に関する事項 
十六 人命の救助に係る活動の基準に関する事項 
十七 救急業務の基準に関する事項 
十八 消防団員等の公務災害補償等に関する事項 
十九 消防に関する表彰及び報償に関する事項 
二十 消防の応援及び支援並びに緊急消防援助隊に関する事項 
二十一 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）、大規模地震対策特別

措置法（昭和五十三年法律第七十三号）、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法

律第百五十六号）、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成十四年法律第九十二号）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法（平成十六年法律第二十七号）に基づく地方公共団

体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項 
二十二 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その

他保安に関する事項 
二十三 石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二条第二号

に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに

災害の復旧に関する事項 
二十四 国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和六十二年法律第九十三号）に基づ

く国際緊急援助活動に関する事項 
二十五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成十六年

法律第百十二号）に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の

消防に関する指示等に関する事項並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国

と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項 
二十六 所掌事務に係る国際協力に関する事項 
二十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項 
二十八 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき消

防庁に属させられた事項 
（教育訓練機関） 

第五条 消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事す

る職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、

あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法

に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。 
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   第三章 地方公共団体の機関 
   
（市町村の消防に関する責任） 

第六条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 
（市町村の消防の管理） 

第七条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。 
（市町村の消防に要する費用） 

第八条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。 
（消防機関） 

第九条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設

けなければならない。 
一 消防本部 
二 消防署 
三 消防団 
（消防本部及び消防署） 

第十条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で

定める。 
２ 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防

長が定める。 
（消防職員） 

第十一条 消防本部及び消防署に消防職員を置く。 
２ 消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この

限りでない。 
（消防長） 

第十二条 消防本部の長は、消防長とする。 
２ 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。   
（消防署長） 

第十三条 消防署の長は、消防署長とする。 
２ 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を

指揮監督する。 
（消防職員の職務） 

第十四条 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 
（消防職員の任命） 

第十五条 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を

得て消防長が任命する。 
２ 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。 
（消防職員の身分取扱い等） 

第十六条 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し

ては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十

一号）の定めるところによる。 
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２ 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に

従い、市町村の規則で定める。 
（消防職員委員会） 

第十七条 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果

に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、

消防本部に消防職員委員会を置く。 
一 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。 
二 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。 
三 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。 

２ 消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。 
３ 委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうち

から消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員（委員長として指名された消防

職員及び消防長を除く。）のうちから消防長が指名する。 
４ 前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。 
（消防団） 

第十八条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 
２ 消防団の組織は、市町村の規則で定める。 
３ 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行

動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動

することができる。 
（消防団員） 

第十九条 消防団に消防団員を置く。 
２ 消防団員の定員は、条例で定める。   
（消防団長） 

第二十条 消防団の長は、消防団長とする。 
２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 
（消防団員の職務） 

第二十一条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 
（消防団員の任命） 

第二十二条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消

防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。 
（消防団員の身分取扱い等） 

第二十三条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関

しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の

定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 
２ 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に

従い、市町村の規則で定める。   
（非常勤消防団員に対する公務災害補償） 

第二十四条 消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にか
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かり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場

合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消

防団員又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 
２ 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族

の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。   
（非常勤消防団員に対する退職報償金） 

第二十五条 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定

めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金

を支給しなければならない。 
（特別区の消防に関する責任） 

第二十六条 特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第

六条に規定する責任を有する。 
（特別区の消防の管理及び消防長の任命） 

第二十七条 前条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。 
２ 特別区の消防長は、都知事が任命する。   
（特別区の消防への準用） 

第二十八条 前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防について

は、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。 
（都道府県の消防に関する所掌事務） 

第二十九条 都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府

県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防に関し、次に掲げる

事務をつかさどる。 
一 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項 
二 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項 
三 消防統計及び消防情報に関する事項 
四 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項 
五 消防思想の普及宣伝に関する事項 
六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項 
七 市町村の消防計画の作成の指導に関する事項 
八 市町村の消防の相互の応援に関する計画の作成の指導に関する事項 
九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項 
十 市町村の行う救急業務の指導に関する事項 
十一 消防に関する市街地の等級化に関する事項（消防庁長官が指定する市に係るも

のを除く。） 
十二 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づきその

権限に属する事項 
（都道府県の航空消防隊） 

第三十条 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に

応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。 
２ 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協
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定することができる。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規

則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。 
   
   第四章 市町村の消防の広域化 
   
（市町村の消防の広域化） 

第三十一条 市町村の消防の広域化（二以上の市町村が消防事務（消防団の事務を除く。

以下この条において同じ。）を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町

村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。）は、消防の体制の整

備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。 
（基本指針） 

第三十二条 消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村

の消防の広域化が行われた後の消防（以下「広域化後の消防」という。）の円滑な運営

を確保するための基本的な指針（次項及び次条第一項において「基本指針」という。）

を定めるものとする。 
２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 
二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間 
三 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準 
四 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 
五 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 
（推進計画及び都道府県知事の関与等） 

第三十三条 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な

市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象とし

て、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の

円滑な運営の確保に関する計画（以下この条において「推進計画」という。）を定める

ものとする。 
２ 推進計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 
二 市町村の消防の現況及び将来の見通し 
三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な

市町村の消防の広域化の対象となる市町村（以下「広域化対象市町村」という。）の

組合せ 
四 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措

置に関する事項 
五 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 
六 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

３ 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係市町村の意見を聴かなければならない。 
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４ 都道府県知事は、広域化対象市町村の全部又は一部から求めがあつたときは、市町

村相互間における必要な調整を行うものとする。 
５ 都道府県知事が、第三十八条の規定により、広域化対象市町村に対し、市町村の消

防の広域化に関する協議の推進に関し必要な措置を講じなければならない旨を勧告した

ときは、当該広域化対象市町村は、当該勧告に基づいて講じた措置について、都道府県

知事に報告しなければならない。 
６ 都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、

この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。 
（広域消防運営計画） 

第三十四条 広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その

協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画（以下この条及び次条

第二項において「広域消防運営計画」という。）を作成するものとする。 
２ 広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針 
二 消防本部の位置及び名称 
三 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

３ 広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法（昭和二十二

年法律第六十七号）第二百五十二条の二第一項の規定により協議会を設ける場合にあつ

ては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定

めるところにより、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会

長又は委員として加えることができる。 
（国の援助等） 

第三十五条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進

するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものと

する。 
２ 広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域

化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために

行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、

資金事情及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとす

る。 
   
   第五章 各機関相互間の関係等 
   
（市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係） 

第三十六条 市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に

服することはない。 
（消防庁長官の助言、勧告及び指導） 

第三十七条 消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町

村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。 
（都道府県知事の勧告、指導及び助言） 
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第三十八条 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して

勧告し、指導し、又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助

言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。 
（市町村の消防の相互の応援） 

第三十九条 市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければな

らない。 
２ 市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。 
（消防庁長官に対する消防統計等の報告） 

第四十条 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方

法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 
（警察通信施設の使用） 

第四十一条 消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用するこ

とができる。 
（消防、警察及び関係機関の相互協力等） 

第四十二条 消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力を

しなければならない。 
２ 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水

防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の

防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。これらの災害に際して消防が警察

を応援する場合は、運営管理は警察がこれを留保し、消防職員は、警察権を行使しては

ならない。これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関

係のある警察の指揮は、消防が行う。 
（非常事態における都道府県知事の指示） 

第四十三条 都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急

の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対

して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害の防御の措置に関し、必要な指示

をすることができる。この場合における指示は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言

の趣旨に沿うものでなければならない。 
（非常事態における消防庁長官等の措置要求等） 

第四十四条 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これら

の災害が発生した市町村（以下この条において「災害発生市町村」という。）の消防の

応援又は支援（以下「消防の応援等」という。）に関し、当該災害発生市町村の属する

都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外

の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとる

ことを求めることができる。 
２ 消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急を要

し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊

急に消防の応援等を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町

村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該必要な措置をとることを求める

ことができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府
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県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置をと

る場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村の長に対し、消防機

関（第九条に規定する機関をいう。以下同じ。）の職員の応援出動等の措置をとること

を求めることができる。 
４ 消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特に緊急

を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要

があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる災

害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の

措置をとることを自ら求めることができる。この場合において、消防庁長官は、第一項

の場合にあつては当該応援出動等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の

知事に対し、第二項の場合にあつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属

する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 
５ 消防庁長官は、第一項、第二項又は前項に規定する場合において、大規模地震対策

特別措置法第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地震災害その他

の大規模な災害で二以上の都道府県に及ぶもの又は毒性物質の発散その他の政令で定め

る原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、

当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属す

る都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、次条第一項

に規定する緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができる。

この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当

該出動のため必要な措置をとることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、

速やかにその旨を通知するものとする。 
６ 都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域内の市町

村の長に対し、次条第一項に規定する緊急消防援助隊の出動の措置をとることを指示す

ることができる。 
７ 前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号の警戒宣言が発せられ

た場合に準用する。 
（緊急消防援助隊） 

第四十五条 緊急消防援助隊とは、前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による求

めに応じ、又は同条第五項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務

として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊

をいう。 
２ 総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急

消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表す

るものとする。これを変更したときも、同様とする。 
３ 総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務

大臣と協議するものとする。 
４ 消防庁長官は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基

づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。 
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５ 消防庁長官は、第二項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事

又は市町村長に対し、前項の登録について協力を求めることができる。 
（情報通信システムの整備等） 

第四十六条 消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通

信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めるものとする。 
（消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮） 

第四十七条 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動

した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するもの

とする。 
（航空消防隊が支援のため出動した場合の連携） 

第四十八条 都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合にお

いては、当該航空消防隊は、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下

に行動するものとする。 
（国の負担及び補助） 

第四十九条 第四十四条第五項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動に

より増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員

の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところ

により、国が負担する。 
２ 緊急消防援助隊に係る第四十五条第二項の計画に基づいて整備される施設であつて

政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、

国が補助するものとする。 
３ 前項に定めるもののほか、市町村の消防に要する費用に対する補助金に関しては、

法律でこれを定める。 
（国有財産等の無償使用） 

第五十条 総務大臣又はその委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があると

きは、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第十九条において準用する同法第二

十二条及び財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第九条第一項の規定にかかわらず、

その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する消防用の国有財産（国

有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。）又は国有の物品を、当該緊急消防

援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対し、無償で使用させること

ができる。 
（消防学校等） 

第五十一条 都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独

に又は共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置しなけ

ればならない。 
２ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）

は、単独に又は都道府県と共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消

防学校を設置することができる。 
３ 前項の規定により消防学校を設置する指定都市以外の市及び町村は、消防職員及び

消防団員の訓練を行うために訓練機関を設置することができる。 

55



４ 消防学校の教育訓練については、消防庁が定める基準を確保するように努めなけれ

ばならない。 
（教育訓練の機会） 

第五十二条 消防職員及び消防団員には、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上

のために、その者の職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教

育訓練を受ける機会が与えられなければならない。 
２ 国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進の

ため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与える

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
 

附 則 
 
（施行期日） 

第一条 この法律施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、

各規定について、政令で、これを定める。 
（恩給法等の準用） 

第二条 この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部若しくは特設消防署に勤務する

官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合（そ

の官吏が引き続き恩給法（大正十二年法律第四十八号）第十九条に規定する公務員であ

る国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁若しくは都道府県警察の職員、都

道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府

県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合を含む。）には、これを同

法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規

定を準用する。 
２ 前項の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員とは、都道府県又は市

町村の職員で次に掲げるものをいう。 
一 消防士長又は消防士である消防吏員 
二 消防司令補である消防吏員 
三 消防長又は前二号に掲げる者以外の消防吏員 
四 前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員 

３ 警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）による改正前の警察法（昭和二十二年法

律第百九十六号）附則第七条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定を適用する

場合に準用する。この場合において、同条第四項中「現にこれに俸給を給する都」とあ

るのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から俸給を受ける者」

とあるのは「都道府県から俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。 
 

附 則 （平成十八年法律第六十四号） 
 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の消防組織法（以下「新法」と

いう。）第十六条第二項に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定め

ている新法第三十三条第二項第三号に規定する広域化対象市町村が同号の組合せに基づ

き新法第三十一条に規定する市町村の消防の広域化（以下この条において「広域化」と

いう。）を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町

村は、新法第十六条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行

われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当

該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めること

ができる。 
（消防法の一部改正） 

第三条 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）の一部を次のように改正する。 
第二条第八項中「第十八条の三第三項」を「第三十条第三項」に改める。 
第三十条の二中「第十八条の三第一項」を「第三十条第一項」に改める。 
第三十五条の八第二項中「第二十一条」を「第三十九条」に改める。 

（電波法の一部改正） 
第四条 （略） 
（国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正） 

第五条 （略） 
（消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正） 

第六条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和三十一年法律第百七

号）の一部を次のように改正する。 
第一条中「第十五条の七第一項」を「第二十四条第一項」に、「第十五条の八」を「第

二十五条」に改める。 
（地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正） 

第七条 （略）
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○消防庁告示第三十三号 

 

 

市町村の消防の広域化に関する基本指針 
（消防庁告示第三十三号） 

 

消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第三十二条第一項の規定に基づき、

市町村の消防の広域化に関する基本指針を次のように定める。 

 

 平成十八年七月十二日 

消防庁長官 板倉 敏和  

 

一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 

１ 市町村の消防の広域化の必要性 

消防は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多

様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体及

び財産を守る責務を全うする必要がある。 

しかしながら、小規模な消防本部においては、出動体制、保有する消防車両、専

門要員の確保等に限界があることや、組織管理や財政運営面での厳しさが指摘され

ることがあるなど、消防の体制としては必ずしも十分でない場合がある。 

これを克服するためには、市町村の消防の広域化により、行財政上の様々なスケ

ールメリットを実現することが極めて有効である。具体的には、広域化によって、 

① 災害発生時における初動体制の強化 

② 統一的な指揮の下での効果的な部隊運用 

③ 本部機能統合等の効率化による現場活動要員の増強 

④ 救急業務や予防業務の高度化及び専門化 

⑤ 財政規模の拡大に伴う高度な資機材の計画的な整備 

⑥ 消防署所の配置や管轄区域の適正化による現場到着時間の短縮 

等、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と

基盤の強化が期待される。 

こうしたことから、これまでも自主的な市町村の消防の広域化が推進されてきた

ところであり、市町村合併の進展とも相まって、全国の消防本部の数は、最も多か

った平成三年十月の九百三十六本部から、平成十八年四月には八百十一本部にまで

減少しているが、広域化が十分に進んだとは言い難い状況にある。 

また、日本の総人口は、平成十七年に戦後初めて減少に転じており、今後も少子

化の進行により、将来人口が減少することが予想されている。これにより一般的に

現在の各消防本部の管轄人口も減少すると考えられる。さらに、消防本部とともに

地域の消防を担っている消防団員の担い手不足の問題も懸念される。 

このような現状にかんがみると、市町村の消防の体制の整備及び確立を図るため

には、今後ともより一層自主的な市町村の消防の広域化を推進することが必要であ

る。 
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２ 消防組織法における市町村の消防の広域化の基本的な考え方 

消防組織法では市町村の消防の広域化に関し、次の事項について定めている。 

① 市町村の消防の広域化の理念及び定義 

② 消防庁長官による基本指針の策定 

③ 都道府県による推進計画の策定及び都道府県知事の関与等 

④ 広域化対象市町村による広域消防運営計画の作成 

⑤ 国の援助及び地方債の特別の配慮 

この市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、

行わなければならないとされているため、広域化によって消防本部の対応力が低下

するようなことはあってはならない。 

また、市町村の消防の広域化とは、二以上の市町村が消防事務（消防団の事務を

除く。）を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を

委託することをいうと定義されている。したがって、広域化の対象は、いわゆる常

備消防であり、消防団はその対象ではない。 

 

３ 国における自主的な市町村の消防の広域化を推進するための施策 

国は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、次のような施策を講ずる。 

(1) 消防広域化推進本部の設置 

消防庁に、都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するための消防

広域化推進本部を設置する。 

(2) 広報及び普及啓発 

広域化の必要性やメリットについて、国民の理解を十分に深めるため、あら

ゆる機会を捉え、また、適当な広報媒体を活用することにより、広域化に関す

る広報及び普及啓発を行う。 

(3) 都道府県及び市町村に対する情報提供 

広域化の推進に関する制度、広域化を行った先進事例、実際に広域化を行う

際の留意事項等について、都道府県及び市町村に対して逐次紹介又は情報提供

し、関係者における広域化に関する理解の促進を図る。 

(4) 相談体制の確保充実 

広域化に関する協議を進めるに当たっての諸課題への対処方策等広域化に関

する個別具体の相談に積極的に応じる。 

(5) 財政措置 

都道府県に対して、推進計画の策定に要する経費について 

所要の普通交付税措置を講ずるほか、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百八十四条第一項の地方公共団体の組合で広域化を行った広域化対

象市町村の加入するもの若しくは広域化を行った広域化対象市町村又は同項の

地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは

広域化を行う広域化対象市町村（以下「広域化対象市町村等」という。）に対

して、当該広域化対象市町村等が広域消防運営計画を達成するために行う事業
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に要する経費等について、財政運営に支障を生ずることのないよう、次の財政

措置を講ずる。 

なお、これらの措置については、市町村の消防の広域化の状況を踏まえ、今

後、必要に応じて見直すものとする。 

① 市町村の消防の広域化（都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づ

くものに限る。）に伴う広域消防運営計画の作成に要する経費及び臨時に増加

する行政に要する経費について所要の特別交付税措置を講ずる。 

② 市町村の消防の広域化（都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づ

き平成二十四年度までに行われるものに限る。）に伴い、消防力の整備指針（平

成十二年消防庁告示第一号）に基づき行わなければならない広域消防運営計画

に定められた消防署若しくは出張所又は指令センターの整備事業であって、当

該広域化後五年度以内に完了するものに要する経費について所要の地方財政

措置を講ずる。 

③ 市町村の消防の広域化（都道府県の推進計画に定める市町村の組合せに基づ

くものに限る。）に伴う消防庁舎の整備（②に係る事業を除く。）に要する経

費について所要の地方債措置を講ずる。 

④ 市町村の消防の広域化に伴い新・改築する消防庁舎と一体的に整備する自主

防災組織等のための訓練・研修施設等の整備に要する経費について防災基盤整

備事業として所要の地方財政措置を講ずる。 

⑤ 消防通信・指令施設（消防救急デジタル無線、高機能消防指令センター）の

整備に要する経費について防災基盤整備事業として所要の地方財政措置を講

ずる。 

⑥ 市町村の消防の広域化に伴う消防防災施設等の整備については、消防防災施

設等整備費補助金の交付の決定に当たって、特別の配慮をするものとする。 

 

 

二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間 

市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立のため、不断に取り組んでい

かなければならない課題であるが、これまでの実績を踏まえた上で、今後着実に推進

するためには、当面、一定の期限を区切って広域化に取り組むことが必要である。 

(1) 都道府県の推進計画の策定の期限 

都道府県においては、できる限り早期に推進計画を定めることが望ましいが、

遅くとも平成十九年度中には定めること。 

(2) 市町村の消防の広域化の実現の期限 

各広域化対象市町村においては、広域消防運営計画の作成等、広域化に向け

た取組を行い、推進計画策定後五年度以内（平成二十四年度まで）を目途に広

域化を実現すること。 
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三 推進計画に定める市町村の組合せ及び都道府県における必要な措置に関する基準 

１ 推進計画の策定 

都道府県が、本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の

消防の広域化を推進する必要があると認める場合に、その市町村を対象として定め

ることとされている推進計画には、次のような事項を定めることとなる。 

(1)  自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 

     次のような事項に留意して定めること。 

① 推進計画は、広域化を推進する必要があると認める市町村について、その広

域化を計画的かつ円滑に推進することを目的とすること。 

② 広域化は、消防の体制の整備及び確立を図るため推進するものであること。 

③ 広域化は、市町村、住民、消防関係者等の理解を得て進めていくことが肝要

であり、これらの関係者のコンセンサスを得ながら推進していくように努める

こと。 

(2) 市町村の消防の現況及び将来の見通し 

      次のような事項に留意して定めること。 

① 広域化を推進するに当たっては、まず、当該都道府県における広域化の必要

性を十分認識する必要があることから、各都道府県における消防需要の動向、

これに対する消防力の実情、消防本部の財政、人事管理等の状況等の市町村の

消防の現況について、市町村の協力を得つつ、消防本部の規模別に十分把握し、

その問題点を分析し、認識する必要があること。 

② さらに、今後の少子化の進展による人口の減少、消防需要の変化、消防職員

の高齢化等の進展の中で、市町村の消防が将来どのような姿になっていくかの

見通しについても、市町村の協力を得つつ、的確に分析し、認識する必要があ

ること。 

(3)  広域化対象市町村の組合せ 

      本指針三、２に基づき定めること。 

(4)  自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項 

本指針三、３に基づき定めること。 

(5)  広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 

本指針四を参考にしつつ、各都道府県の実情を勘案して定めること。 

(6)  市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

本指針五を参考にしつつ、各都道府県の実情を勘案して定めること。 

なお、都道府県が推進計画を定めるに当たっては、都道府県に、都道府県、

市町村の代表、消防機関の代表（常備消防・消防団）、住民代表及び学識経験

者等で構成する委員会等の協議機関を設置するなどして、関係者のコンセンサ

スの形成に努めることが重要である。 

また、都道府県が推進計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、関係市町村の意見を聴かなければならないとされているところである。 
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２ 推進計画に定める市町村の組合せに関する基準 

各都道府県は、以下の点を十分考慮した上で、推進計画において、広域化対象市

町村及びその組合せを定めること。 

(1) 市町村の消防の広域化の規模  

一般論としては、消防本部の規模が大きいほど火災等の災害への対応能力が

強化されることとなり、また組織管理、財政運営等の観点からも望ましい。 

その上で、現状を踏まえつつ、これからの消防に求められる消防力、組織体

制、財政規模等にかんがみると、管轄人口の観点から言えばおおむね三十万以

上の規模を一つの目標とすることが適当である。 

ただし、各市町村は、管轄面積の広狭、交通事情、島嶼部などの地理的条件、

広域行政、地域の歴史、日常生活圏、人口密度及び人口減少などの人口動態等

の地域の事情をそれぞれ有しているため、これらに対する十分な考慮が必要で

ある。 

(2) 配慮及び留意すべき事項 

既存の消防広域化基本計画に基づいて行われた広域化の状況及び非常備市町

村の常備化の必要性に配慮する必要がある。 

また、市町村合併との関係について、推進計画に定める市町村の組合せは、

市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第五十九条

第一項に規定する自主的な市町村の合併の推進に関する構想により定められた

市町村の組合せに十分留意する必要がある。 

 

３ 自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する基準 

消防組織法第三十三条において、都道府県知事が行う市町村相互間における必要

な調整及び情報の提供その他の必要な援助等について定められていることを踏ま

え、各都道府県は、推進計画において、当該各都道府県における自主的な市町村の

消防の広域化を推進するために必要な措置を定めること。 

具体的には、 

① 広域化を推進するための体制の整備 

② 住民及び関係者に対する情報提供、普及啓発等 

③ 各市町村に対する情報提供、相談対応体制の確保、職員の派遣等 

④ 関係市町村間の協議の積極的な推奨、仲介、調整等 

⑤ 広域化に関する調査研究 

等が考えられるところであり、これらを参考にしつつ、必要な措置を定め、都道府

県として広域化の推進に積極的に取り組むこと。 

 

 

四 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 

 

１ 広域化後の消防の体制の整備 
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市町村の消防の広域化が行われた後に、広域化の効果を十分に発揮することがで

きるよう、広域化後の消防において一元的な部隊運用、出動体制、事務処理等が行

われることが重要である。 

 

２ 構成市町村等間の関係 

市町村の消防の広域化は、主に一部事務組合、広域連合（以下「組合」という。）

又は事務委託により行われることとなるが、その場合広域化後の消防は、組合の構

成市町村又は受託市町村若しくは委託市町村（以下「構成市町村等」という。）と

の意思疎通及び情報共有に特に意を用いる必要がある。 

 

３ 広域化後の消防の体制の整備のために考えられる方策 

このように、広域化後の消防の円滑な運営の確保のためには、広域化後の消防の

体制を適切に整備することが重要であるが、そのための方策としては、例えば、以

下のような事項について、構成市町村等間において十分協議の上、可能な限り、組

合又は事務委託の規約、規程等において定めることとすることが有効である。 

(1) 組合の方式による場合 

① 経常的経費、投資的経費それぞれについての構成市町村ごとの負担金の額又

は負担割合等に係る基本的なルール 

② 職員の任用、給与、教育訓練等に関する計画を策定すること。 

③ 中長期的な整備費用の見通しを含めた消防力の整備計画を策定すること。 

④ 部隊運用、指令管制等に関する計画を策定すること。 

⑤ 災害時等に構成市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連携

することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定すること。 

⑥ 構成市町村間の連絡会議の定期的な開催、消防長の専決対象の明確化等構成

市町村間の迅速な意見調整を可能とするための仕組みを構築すること。 

⑦ 組合の運営に関し、住民の意見を反映できるようにする 

こと。 

(2) 事務委託の方式による場合 

① 委託料に係る基本的なルール 

② 災害時等に委託市町村の長と消防長、消防署長又は消防団長とが緊密に連携

することができるよう、相互連絡、情報共有等に関する計画を策定すること。 

③ 消防事務の運営に関し、住民の意見を反映できるようにすること。 

 

４ 推進計画及び広域消防運営計画への記載 

以上の点を踏まえ、都道府県においては、必要な事項を推進計画において定める

とともに、広域化対象市町村においては、広域化に係る協議の際にこれらの事項に

ついて十分協議の上、可能な限り広域消防運営計画において定めること。 
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五 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項 

 

１ 消防団との連携の確保 

消防団は、地域に密着した消防防災活動を行うという特性上、本指針一、２のと

おり、消防組織法に基づき推進する自主的な市町村の消防の広域化の対象とされて

おらず、従来どおり、消防力の整備指針（平成十二年消防庁告示第一号）第三十七

条に基づき、市町村の合併等消防団の沿革その他の特段の事情がある場合を除き、

一市町村に一団を置くものとする。 

この場合、広域化後の消防本部と消防団との緊密な連携の確保が必要となる。 

そのために、次のような具体的方策が考えられる。 

① 常備消防の管轄区域内の複数の消防団の団長の中から連絡調整担当の団長を

指名することによる常備消防との一元的な連絡調整 

② 平素からの各消防団合同又は常備消防を含めた訓練等の実施 

③ 構成市町村等の消防団と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携

確保のための、消防署所への消防団との連絡調整担当の配置、定例的な連絡会議

の開催等 

④ 常備消防と消防団との連絡通信手段の確保 

以上のような方策を参考としつつ、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と消防

団との連携の確保を図ることが必要である。 

 

２ 防災・国民保護担当部局との連携の確保 

防災・国民保護業務は、住民の安心・安全の確保という最も基本的かつ重要な業

務であり、また、関係部局・関係機関が多岐にわたるため、それら全体を総合的に

調整できる責任者が実施することが必要である。 

この場合、市町村の消防の広域化を行うときには、広域化後の消防本部と構成市

町村等の防災・国民保護担当部局との緊密な連携の確保が必要となる。 

そのために、次のような具体的方策が考えられる。 

① 夜間・休日等における市町村の防災業務について、初動時の連絡体制などを消

防本部に事務委託 

② 各構成市町村等の長及び危機管理担当幹部と消防長及び消防署長による協議

会の設置 

③ 各構成市町村等と当該構成市町村等の区域に存する消防署所との連携確保の

ための、定例的な連絡会議の開催、各市町村の災害対策本部への各消防署所の消

防職員の派遣等 

④ 防災・国民保護担当部局と消防本部との人事交流 

⑤ 総合的な合同防災訓練の実施 

⑥ 防災・国民保護担当部局と消防本部との情報通信手段の充実による連絡体制の

強化 

⑦ 防災行政無線の親機や遠隔操作機を消防本部の通信指令部門に設置すること
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による二十四時間体制の確保 

以上のような方策を参考としつつ、地域の実情に応じて広域化後の消防本部と構成

市町村等の防災・国民保護担当部局との連携の確保を図ることが必要である。 

 

３ 推進計画及び広域消防運営計画への記載 

以上の点を踏まえ、都道府県においては、必要な事項を推進計画において定める

とともに、広域化対象市町村においては、広域化に係る協議の際にこれらの事項に

ついて十分協議の上、可能な限り広域消防運営計画において定めること。 
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わが故郷の安全・安心を守るために 
＜消防団員の“チカラ”が求められています！＞ 

 

消防団は、地域における消防防災専門の公的組織で、消防本部や消防署

と並ぶ「消防機関」の１つです。 

消防団員は、普段はそれぞれの職業につきながら、災害発生時に出動す

る非常勤特別職の地方公務員で、地域住民の生命・身体・財産を守るため

に活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも消防団で“チカラ”を発揮してみませんか 

消防団協力事業所表示制度の実施 

従業員の消防団への入団を促進するなど、

消防団の活動に協力し、地域社会に貢献す

る事業所を認定しています。 

 ← 協力事業所の認定証 
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